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移動支援の区分と報酬単価について①

Ｑ７：移動支援の区分は、どのように変わるのですか？

移動支援サービスの区分については、平成29年10月から、障害支援

区分（※）や移動に必要な支援の度合いなどを考慮して、次のとおり、

新たに３つの区分に変更します。
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現行の区分（旧）

身体介護を伴う

身体介護を伴わない

新たな区分（新） 対象となる者

重度移動支援区分
「重度訪問介護」または

「行動援護」の対象相当の人

障害支援高区分 障害支援区分４・５・６の人

障害支援低区分 障害支援区分なし・１・２・３の人

※ 障害支援区分とは、障害福祉サービス（介護給付）を利用（申請）するにあたり、市町村が

認定する区分となります。

しんたいかいご ともな

しんたいかいご ともな

げんこう くぶん きゅう

じゅうどいどうしえんくぶん

い ど う し え ん く ぶ ん ほうしゅうたんか

いどうしえん くぶん か

いどうしえん くぶん へいせい ねん がつ しょうがいしえん

くぶん いどう ひつよう しえん ど あ こうりょ つぎ

あらた くぶん へんこう

しょうがいしえんこうくぶん

しょうがいしえんていくぶん

じゅうどほうもんかいご

こうどうえんご たいしょうそうとう ひと

ひと

ひと

しょうがいしえんくぶん

しょうがいしえんくぶん

あら くぶん しん ものたいしょう

しょうがいしえんくぶん しょうがいふくし かいごきゅうふ りよう しんせい しちょうそん

にんてい くぶん
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移動支援の区分と報酬単価について②

新たな区分 報酬単価 備考

重度移動

支援区分

2,978円
早朝・夜間

・深夜加算

なし

障害支援

高区分
2,554円

障害支援

低区分
2,130円

現行の区分 報酬単価 備考

身体介護を

伴う
4,239円

早朝・夜間

・深夜加算

あり身体介護を

伴わない
1,590円

Ｑ８：報酬単価は、どのように変わるのですか？

事業所に支払う各区分の報酬単価（※）は、次のとおりとなります。
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じゅうどいどう

しえんくぶん

※ 上の表にある報酬単価は、「30分以上１時間未満」のサービス提供にかかる金額を例示しています。

報酬単価はサービス提供時間が30分増すごとに段階的に上がります（「７時間30分以上」が上限）。

なお、利用者負担が発生している人（市民税課税世帯の人）については、これまでどおり報酬単価の

１割が、原則として利用者負担額となります。

しんたいかいご

ともな

しんたいかいご

ともな

そうちょう やかん

しんやかさん

そうちょう やかん

しんやかさん

しょうがいしえん

こうくぶん

しょうがいしえん

ていくぶん

えん

えん

えん

えん

えん

い ど う し え ん く ぶ ん ほうしゅうたんか

ほうしゅうたんか か

ほうしゅうたんか つぎじぎょうしょ しはら かくくぶん

げんこう くぶん ほうしゅうたんか びこう ほうしゅうたんか びこうあら くぶん

うえ ひょう ほうしゅうたんか ふんいじょう じかんみまん ていきょう きんがく れいじ

ほうしゅうたんか ていきょうじかん ふん ま だんかいてき あ じかん ふんいじょう じょうげん

りようしゃふたん はっせい ひと しみんぜいかぜいせたい ひと ほうしゅうたんか

わり げんそく りようしゃふたんがく
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